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第8回市民芸能フェスタ
参加団体

0生涯学習課 ☎ 56-0627
記事ID 11373

お知らせ
くらし環境

Jアラート・全国一斉情報
伝達訓練

0安心安全課 ☎ 56-0611
記事ID 9303

自転車盗被害に注意
0安心安全課 ☎ 56-0611

記事ID 14180

感震ブレーカー設置費用
の助成

0安心安全課 ☎ 56-0611
記事ID 12698

「防災士」資格取得にかかる
費用助成

0安心安全課 ☎ 56-0611
記事ID 11463

自転車の交通安全
0安心安全課 ☎ 56-0611

記事ID 8645

定期的な除草をお願いします
0環境課 ☎ 56-0612

記事ID 1280

※感染症予防の観点から、可能な限り郵送での提出をおすすめします。

本市の外国人住民の増加に伴い言語
などのちがいを認め合い、すべての人に
配慮した暮らしやすいまちづくりを推進
する計画を策定するにあたり、幅広い意
見を反映するため、募集します。
任期　委嘱の日から2021年3月まで
資格　18歳以上75歳未満の市内在住者
（市議会議員、市職員、市の付属機関

の委員は除く）
人数　2人程度
55月20日（水）までに市ＨＰまたはたつ
せがある課窓口にある申込書をたつ
せがある課窓口、メールまたは郵送で
提出。

K選考委員会による審査後、応募者全員
に結果を文書で通知。

市民の健康の保持増進を図り、健康で
快適な日常生活を過ごすため、市の行う
保健事業について審議を行う委員を募集
します。赤ちゃんから高齢期まで、幅広い
分野の健康について熱意のある人を求
めています。
3市内在住の20歳以上75歳未満の人
※市議会議員・市職員（退職者含む）・
市付属機関等の委員を除く

G採用人数　2人

任期　2020年7月から2年間
55月15日（金）までに所定の応募用紙
と小論文（テーマ「地域での健康づくり
　事業に期待すること」）を健康推進課窓
　口または郵送（消印有効）で提出。
K選考委員会による審査を行い、結果は
応募者全員に郵送で通知

社協会員加入について、自治会を通し
てお願いをします。また、市内企業・事業
所も対象に法人会員の募集を行います。
みなさんからいただいた会費は、すべ

て地域のための福祉活動の貴重な財源
として活用します。
●一般会員（年額一口 500円）
●賛助会員（年額一口 1,000円）
●法人会員（年額一口 3,000円）

市民芸能フェスタに参加する団体を募
集します。
111月1日（日）10：00～16：00
2文化の家 森のホール
3以下の条件を満たす５団体
●団体の主たる活動場所が長久手市内
●構成員は5人以上で過半数が市内在
住、在勤、在学である
●団体の代表者が18歳以上
●平日夜間の実行委員会(5回程度)への
代表者の参加
●前日のリハーサルへの参加
l出演料無料（舞台演出については実行
委員会で要相談）

55月7日（木）9：00から27日（水）17：00
　までに生涯学習課窓口または市HPに
　ある申込書を生涯学習課窓口または
　郵送で提出。応募多数の場合は、参加
　実績の無い団体を優先。

1５月２０日（水）１１：００～
2市内10カ所に設置の防災行政無線
G音声放送およびサイレンが鳴ります。
※全国的にこの情報伝達訓練が行わ
れます。

愛知警察署管内で自転車盗被害が多
発しています。
被害に遭った自転車の半数以上が無
施錠で盗まれています。
また、施錠していても被害に遭ってい
ます。
みなさんの自転車が盗まれないために、
●自転車から離れるときは、少しの時間
でも確実に鍵をかける

●ワイヤー錠等でツーロック・スリーロッ
クをする
●防犯カメラが設置され、照明で明るく
整備された駐輪場を利用する

等の防犯対策を行いましょう。

感震ブレーカーとは、地震発生時に設
定値以上の揺れを感知すると、ブレー
カーやコンセントなどの電気を自動的に
止める器具です。今後南海トラフ地震の
発生が予想される本地域においても、地
震の際に火災の発生を防ぐ感震ブレー
カーの必要性が高まっていることから、
設置に係る費用の一部を助成します。詳
細は市ＨＰへ。

地域防災力の向上を目指し、防災士資
格の取得に挑戦してみませんか？本市

では、特定非営利活動法人日本防災士機
構の認証資格である「防災士」の資格取
得に要した費用を一部助成します。詳細
は市HPへ。

「自転車は車両の仲間です。乗れば車
両、降りておせば歩行者」
５月は、自転車・二輪車安全利用月間で
す。自転車は、多様な用途・目的で幅広い
年齢層に利用されています。近年では、
エコで健康的な交通手段として、さらに
利用ニーズが高まっています。みなさん
自転車に乗る際には、交通ルールを守り
ましょう。
自転車安全利用五則
●自転車は、車道が原則、歩道は例外
●車道は左側を通行
●歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
●安全ルールを守る
●子どもはヘルメットを着用

毎年、雑草に関する苦情が数多く寄せ
られます。雑草は、放置しておくと不法投
棄や不快な虫の発生、交通に支障がでる
など、近隣住民に迷惑がかかることがあ
ります。
土地の所有者や管理者は、1年を通し

た計画を立て、早めの除草をお願いし
ます。
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